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令和７年度 第１回 長野県社会福祉審議会児童福祉専門分科会 

 

  日 時：令和７年 1 0月 2 0（月） 

      1 3 ： 3 0 ～ 1 5 ： 3 0 

  場 所：長野県庁議会棟第2特別会議室 

 

１ 開 会 

 

（井口課長補佐） 

 ただいまから、「令和７年度第１回長野県社会福祉審議会児童福祉専門分科会」を開会

いたします。 

 委員の皆様におかれましては、お忙しいところ、御出席いただきまして誠にありがとう

ございます。 

 本日全体の進行を務めさせていただきます事務局の児童相談・養育支援室の井口でござ

います。よろしくお願いいたします。 

当分科会は、社会福祉審議会及び児童福祉専門分科会の規定により運営が行われます

ので、あらかじめ御承知おきください。 

 それでは会議に先立ちまして、県を代表いたしまして、長野県こども若者局長の酒井か

ら御挨拶を申し上げます。 

 

 

２ あいさつ 

 

（酒井こども若者局長） 

 皆様、こんにちは。私は長野県の県民文化部のこども若者局長に今年から就任いたしま

した酒井和幸と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、本日は、本当に皆様大変お忙しいところ、あるいは遠路の方もいらっしゃいます。

本日の分科会に御出席いただきまして誠にありがとうございます。日頃から、皆様におか

れましては、本県の児童福祉行政の推進に対しまして様々な面でお力添えをいただいてい

るところでございまして、感謝を申し上げます。 

 また、今年度から新たにお二人の方に専門委員ということで御依頼をさせていただきま

したが、そのお二人におかれましては、長野県社会的養育推進計画の取組ほか、県の取組

について御理解をいただいた上でお引き受けをいただきましたことに対しまして、厚く感

謝を申し上げます。今後よろしくお願いいたします。 

 あわせて、昨年度特別委員、それから若者委員として御出席いただきました皆様におか

れましては、そのお立場の重要性、専門性の高さ等に鑑みまして、今年度より専門委員と

しての御参画をお願いしたところ、皆様にお引き受けいただきましたことに対しましても

感謝を申し上げます。 

 今年度は、本日を含めまして２回ほどこの分科会を開催させていただきまして、皆様か

ら児童福祉のさらなる推進に関する御意見をいただければと思っておりますので、よろし
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くお願いいたします。 

 御承知のとおり、本県の社会的養育推進計画につきましては、令和４年６月の改正児童

福祉法等を踏まえまして、昨年度１年間をかけまして見直しを行って、令和７年度からの

後期５か年の計画を新たに策定したところでございます。 

 後期計画では、家庭養育優先やパーマネンシー保障を共通理念としまして、県として市

町村の支援体制の構築のほか、児童相談所の機能強化、こちらにつきましては、先ほど井

口のほうから御説明させていただきましたが、終了後に皆様から少し御意見をいただけれ

ばと思っている部分でございます。そのほか、里親等委託の推進、地域における施設の進

化に向けた取組など、多くの重要な取組を進めることとしております。 

 計画の推進に当たりましては、県だけではなくて、市町村や児童福祉施設、里親、その

他関係機関の皆様の御理解と御協力が不可欠であるほか、当事者である子どもの御意見を

十分に聞き、保護者支援も行いながら進めていくことが必要であると考えております。 

 この点につきましては、今年度各圏域において開催しております地域懇談会等において、

地域の子どもや家庭の置かれている状況や支援ニーズを関係者で共有するとともに、こど

も家庭センターの設置促進や家庭支援事業の充実等をテーマとして意見を出し合い、他機

関の連携・協力による資源整備等の取組が既に進められているところでございます。 

 本日は、先ほど申し上げました県の計画の前期計画を振り返っていただくとともに、後

期計画における取組状況等を共有させていただきながら、今後計画を着実に前へ進めてい

くための議論をしてまいりたいとても大事な機会だと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 専門委員の皆様におかれましては、それぞれの専門のお立場から忌憚のない御意見を自

由におっしゃっていただければありがたく、我々としましては、その御意見を踏まえまし

て今後進めていきたいと思っておりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（井口課長補佐) 

 ありがとうございました。 

 ただいまの局長の挨拶にもございましたけれども、これまで専門委員として御参画をい

ただきました宮川委員、それから市町村関係者の特別委員として御参画いただきました山

﨑委員に関しましては御退任となっておりまして、代わりに小林委員と中山委員に新しく

専門委員という形で御就任をいただいているところです。 

 そういった関係もございますし、今年度初めての会議ということもございますので、自

己紹介を皆様からお願いしたいと思っております。 

 名簿順とは異なりますが、名簿も御覧いただきながら、川瀬副分科会長から時計回りで、

最後、上鹿渡分科会長まで御挨拶をいただければと思いますので、恐縮ですが御起立いた

だいて、一言御挨拶をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

（川瀬副分科会長) 

 皆さん、こんにちは。お世話になります。一般財団法人長野県児童福祉施設連盟で会長

を務めております岡谷市にありますつつじが丘学園園長の川瀬と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 
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（篠田専門委員） 

 こんにちは。飯田市にあります風越乳児院の副院長をしております篠田広子と申します。

よろしくお願いいたします。 

 

（武捨専門委員） 

 こんにちは。長野県母子生活支援施設連盟会長の武捨でございます。連盟と、今、申し

上げましたが、実は県内に３か所、長野・松本・上田とございますけれども、長野市の施

設は改築に向けて今年度から令和９年秋頃まで休止の状態になっておりまして、二つしか

ございませんが、よろしくお願いいたします。 

 

（島岡専門委員） 

 こんにちは。下伊那郡阿智村教育委員会こども家庭センターセンター長の島岡と申しま

す。昨年に引き続きよろしくお願いいたします。 

 

（中山専門委員） 

 お疲れさまでございます。名簿の下から４番目、中山猛と申します。中野市こども家庭

センター長となってございますけれども、中野市役所子育て課の課長でございます。また

よろしくお願いいたします。 

 

（渡部専門委員） 

 社会的養護経験者として児童養護施設で育ちました渡部愛美です。よろしくお願いしま

す。 

 

（前島専門委員） 

 社会的養護でお世話になっております前島拓海です。よろしくお願いします。 

 

（唐木専門委員） 

 施設と里親さんのところで育ちました唐木葉月です。よろしくお願いします。 

 

（小林専門委員） 

 こんにちは。今年度から委員になりました県の里親会連合会の副会長をしております。

地区では佐久児童相談所管轄のアポ・オハナという会の会長をしております小林幸子です。

よろしくお願いします。 

 

（青木専門委員） 

 こんにちは。青木恵里子と申します。長野市で弁護士をしております。よろしくお願い

いたします。 

 

（杉山専門委員） 
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 名簿８番目の長野県里親会連合会前会長の杉山伸幸です。よろしくお願いします。飯田

児童相談所管内で、里親になったのが昭和58年で40年を超えておりますが、ただいま小

学校３年、６年、中学３年生の３人の子どもさんを預かっております。また、新たな思い

で楽しく里親をさせていただいております。以上です。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 分科会長を務めております早稲田大学の上鹿渡と申します。長野県民です。長く長野に

住んでおりますので、皆さんと一緒にこの計画をしっかりと前に進められたらと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

 

（井口課長補佐) 

 ありがとうございました。 

 続けて、事務局のほうから自己紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

（小川室長) 

 皆さん、こんにちは。こども若者局こども・家庭課児童相談・養育支援室長の小川と申

します。引き続きよろしくお願いいたします。 

 

（谷地企画幹) 

 皆様、こんにちは。同じく児童相談・養育支援室で企画幹をしています谷地と申します。

昨年度に引き続き、今年もよろしくお願いいたします。 

 

（渡辺担当係長) 

 同じく児童相談・養育支援室で計画を担当しております渡辺と申します。よろしくお願

いいたします。 

 

（岡村主査) 

 同じく児童相談・養育支援室の岡村と申します。計画と里親の推進を担当しております。

よろしくお願いいたします。 

 

（井口課長補佐) 

 よろしくお願いいたします。 

 本日の分科会の成立に関して御報告申し上げます。本日は専門委員12名のうち皆様全

員に御出席をいただいておりますので、分科会運営要領第５の１の規定によりまして、本

分科会が成立していることを御報告申し上げます。 

 それでは、会議事項に入る前に資料の確認をお願いいたします。 

 今、見ていただいかと思いますけれども、次第及び出席者名簿、それから資料１から資

料６までお配りしています。それから今も申し上げておりますけれども、社会福祉審議会

の運営規程、それから分科会運営要領、審議会の設置及び運営に関する指針に関しても御

参考までにお配りしております。資料等に不足はございませんでしょうか。もし途中で乱
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丁等がございましたら、事務局のほうにお申しつけいただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 本日の会議ですが、記録の正確性を期す観点から審議の内容を録音させていただきます

ので、御了承をいただけるようお願いいたします。 

  

 

 

３ 会議事項 

 （１）長野県社会的養育推進計画（前期計画）の総括 

 （２）令和７年度における長野県社会的養育推進計画（後期計画）の取組 

    ・令和７年度の取組状況について 

 ・長野県社会的養育推進計画（後期計画）スタートアップ研修会について 

 ・社会的養育推進に係る地域懇談会の実施状況について 

 （３）長野県社会的養育推進計画（後期計画）の整備目標及び評価死票について 

 ・整備目標及び評価死票等一覧について 

 ・施設入所・里親等委託児童に対するアンケートの実施 

 （４）意見交換 

 

（井口課長補佐） 

 それでは、これから会議事項に入ります。上鹿渡分科会長に審議の議事の進行をお願い

したいと思います。 

 上鹿渡分科会長、よろしくお願いいたします。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 ありがとうございます。それではここから始めたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 まず、議事を始める前に、本日の議事進行に関わりまして一つ確認をさせていただきま

す。本分科会は、原則として議事録、資料を含め公開により開催することとしております

が、皆様、よろしいでしょうか。 

 

 ＜「はい」の声 ＞ 

 

（上鹿渡分科会長） 

 では、異議なしということで、その形で進めさせていただきます。 

 それでは、会議事項の（１）「長野県社会的養育推進計画（前期計画）の総括」を議題

といたします。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

（岡村主査） 

 事務局の岡村のほうから御説明いたします。着座で失礼いたします。 
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 お手元の資料１を御覧ください。こちらで前期計画の指標の進捗状況一覧ということで

お載せいたしました。全てではございませんが、おおむね皆さんにお伝えしたい部分を記

述しておりますので、御確認をお願いいたします。 

 最初に、権利養護に関してです。 

 第１節の評価指標ですが、「子どもアンケートにおいて、自分の意見が表明できている

と回答した割合」ということで、こちらは73.0％で、総括としましては、お子さんはお

そらくいろいろ思いはあるんですけれども、なかなかその意見を引き出すための取組が十

分でなかっただろうということであったり、また実際施設の職員、里親や児童相談所の担

当との関係を考えて意見を言うのをためらったり、諦めたりして、なかなか意見を言い出

せないお子さんもいらっしゃるのではないかということで、それがアンケートの結果でど

う反映されているかということがポイントかと考えております。 

 続いて第１節の一時保護改革に向けた取組ですが、「一時保護所における１人当たりの

平均保護日数」は、令和６年度の実績として30.9日となっております。 

 また、一時保護委託、すなわち児童養護施設または里親さんのお宅等であったり、そち

らにおける１人当たりの平均保護日数は24.0日となっております。５年以上前の平成30

年度と比較すると、１人当たりの平均保護日数は増えている状況がございます。一時保護

されたお子さんの次の対応、家庭復帰に進めるのか、また施設等に委託を進めていくのか

というあたりを決めるまでの調整に時間を要する等の理由によって、なかなかまだ長期化

するケースが一定数存在しているということで、長いケースですと60日を超えて長期化

するケースもございます。そういった理由が短縮されない状況になっているのではないか

と考察しております。 

 続きまして、「里親等への一時保護委託人数」ですけれども、令和６年度は129人とな

っております。総括ですが、年度によって同じ子どもがショートステイのように複数回に

わたって同じ里親さんに一時保護委託されたケースがあったことによって、過去において

200件を超えるような年度もあったのですが、最近はおおむね100件ほどとなっておりま

す。 

 また、里親さんへの一時保護委託に当たっては、お子さんの生育環境であったり、発達

の状況などを踏まえてマッチング、うまくやっていけるかどうかを見極める期間等を設け

て、また事前に協議をして進めていくことがございます。一時保護が予定外に発生するこ

とが一般的ですので、常時受け入れることが里親さんのお宅の生活がある中で難しい実情

もありますので、なかなか目標どおりに進んでこなかった実情があると考察しております。 

 続いて、第３章の「子どもが家庭で暮らすための支援体制」です。 

 第１節「市町村の児童家庭相談体制の強化」という項目になります。 

 評価指標としては、県内の子育て世代包括支援センター設置市町村数、また、子ども家

庭総合支援拠点設置数、ショートステイ・トワイライトステイ等の在宅支援事業の利用可

能な市町村数ということで指標として挙げております。 

 総括に移りますけれども、子育て世代包括支援センターについては、母子保健の分野の

業務として全ての市町村において、令和５年度において設置済みとなっておりました。こ

ちらはスムーズに進んできましたが、子ども家庭総合支援拠点につきましては、こちらは

児童福祉、小学校から18歳までのお子さんが現在対象となりますが、全ての市町村への
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設置はかないませんでした。こちらについては、特に小規模な町村において、なかなか専

門資格を持った人材確保が難しかったことが要因と考えられます。 

 また、子育て短期支援事業につきましては、こちらはショートステイということですけ

れども、県内でも実施している市町村数は確実に増えてございますが、なかなかその担い

手を確保できず預け先がまだまだ足りない状況もあるということで、ニーズがありながら

預け先がない、または預け先がないことで利用がないという実態を含めて伸びてこないと

いうところもございます。 

 また、その事業実施に消極的な未実施の市町村もまだまだあるということで、こちらも

課題となっております。 

 なお、子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点につきましては、現在こ

ども家庭センターということで一体化して運営される運びとなってございます。 

 第２節の児童相談所強化についてです。 

 こちらの総括のみ触れさせていただきます。県におきましては、国の基準に合わせまし

て、職員の定数を見直しを行ってございます。また基準と同等の職員定数の見直しでござ

いますが、まだ職員の確保が十分にできていない状況がございます。現在では欠員も生じ

ているところで、現場の児童相談所の業務についても逼迫した状況が続いております。 

 続いて、第３節の特別養子縁組等の推進のための支援体制の構築についてです。 

 児童相談所が関与した県内の特別養子縁組の成立件数でございますが、令和６年度は６

人、６家庭となっております。 

 総括としましては、過去に多い年もございましたが、なかなか安定して増えてこないこ

との一つの要因として考えられるのが、児童相談所におけるケースマネジメントの体制が

不十分であったということが考えられます。児童相談所においては、特別養子縁組が適格

ではないかというお子さんに対して家庭裁判所に申立てができるように、令和２年４月の

改正によってそういった体制があるんですけれども、なかなか改正から年数が浅いことか

ら、具体的事例の蓄積がほとんどなかったということが進んでこなかった理由と考えられ

ます。 

 次のページを御覧ください。第４章の「家庭と同様の環境における養育の推進」に関し

てです。 

 第２節、里親等への委託の推進についてですが、里親登録者は令和６年度末で266世帯、

そして里親・ファミリーホームの委託児童数は119人、そして里親・ファミリーホームへ

の委託児童の割合が21.4％となっております。 

 総括としまして、養育里親の登録数については、民間のフォスタリング機関と呼ばれる

包括的里親支援業務であったり、業務の委託先である機関であったり、児童相談所によっ

て一定の水準で増加してきていることが数字上分かってきております。 

 また、民間のそういったリクルート等を実施いただいているおかげで、柔軟な、また継

続的な活動によってかなり増加に貢献いただいているところと認識してございます。 

 また、令和４年度からは、里親審査、里親を登録するに当たって審査をする審査部会の

回数を４回から６回に増やしたことも、登録の機会の拡大にもつながった要因として考え

られます。 

 一方、里親委託率については20％で推移してきている状況でして、こちらが伸び悩ん
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でいる要因の一つとしましては、やはり委託時に実親、親権者ですけれども、反対される

ことによって、なかなか実際の委託には進んでいかないということがございます。また、

県内においても里親制度の理解が、そういった実親さんも含めてまだまだ十分でないとこ

ろも課題というところです。 

 そして実親さんに関しましては、やはり里親さんに子どもを預けるということに、子ど

もを取られてしまうのではないかという誤解を抱いていることで、一定数そういった親が

まだまだいらっしゃるということがそうした妨げになっている状況もあるということが分

かってきております。 

 また、里親さんのお宅にいた中で不調になってしまうケースも一定数ございまして、伸

びない要因となっております。こちらについては、里親さんがどうとかそういうわけでは

なくて、やはりチームとして里親さんに一緒に寄り添いながら、皆さんでやっていく、中

途養育ということで難しさがある中で、不調を出さないためのチーム養育が必要となって

いますが、そういった体制がまだまだ不十分であることも一つの要因と考えられておりま

す。 

 次のページを御覧ください。 

 第３節の「施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取

組」です。 

 乳児院・児童養護施設におけるグループホーム数についての総括ですが、グループホー

ム数といって、小規模な家のような形での生活庁舎を推進していこうということで率先し

てきましたが、なかなかそういった大規模庁舎からユニット化を優先して行ってきたこと

が一つ目標に達しなかった理由かと考察しております。 

 本体施設の敷地内で複数のユニット化する場合は、何かあったときにすぐに職員が即時

カバーできる体制があるんですが、一つのグループホームとして独立した形での運営に当

たっては、何かあったときの有事の対応などでほかの施設からの応援がすぐに呼べない等

の課題もございまして、そこに従事する職員の皆さんについては、成熟した技術や対応力

を持つ方たちが必要だということで、そういった実情から現在のグループホーム数となっ

ているのではないかと考えられています。 

 続いて、市町村の要保護児童対策地域協議会の構成メンバーに、乳児院・児童養護施設

が参画している市町村数ということで35市町村となってございます。こちらについては、

施設の皆様で培った専門性であったり、実際子育て短期支援事業の受け皿となっていると

ころがございますので、そういった状況把握することができるという利点がございますの

で、率先して進めていきたいところでございますが、遠方の市町村もあるという点や、ま

だまだ施設が持つ専門性を活用できるという認識が市町村においてされていない部分が現

在の結果となったかということで、こちらは施設が地域支援ができますよということだっ

たり、家庭支援事業に参画できるということをしっかり発信していくことが課題と認識し

てございます。 

 次のページを御覧ください。第５章「子どもの自立支援の推進」に関してです。 

 代替養育を受けた子どもの大学等進学率については、現在集計中とさせていただいてお

ります。総括としましては、代替養育のお子さんが進学する目標値として、全体の卒業す

るお子さんのうち54％が進学できるようにという目標を立ててございました。取組の結
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果、少しずつ上昇してきている事実はございますが、６年度においても目標値には達しな

いということが見込まれてございます。 

 こちらについては、進学を希望するのであれば手厚いサポートはもちろん必要となるん

ですが、入所されているお子さんの中には、特別支援学校に通学しているお子さんであっ

たり、支援学級に通っているお子さんの割合が非常に多いため、目標設定に無理があるの

ではないかという指摘ができるところでございます。 

 また、進学したとしても、様々な進学後の課題もございますので、進学をもって自立と

は言えない部分もありまして、代替養育を受けた子どもの自立を測る指標として、大学進

学が適当なのかという意見も出されているところでございます。 

 私のほうから（１）については以上となります。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございました。ただいまの前期計画に係る指標の進捗状況の説明について御

質問等ありますでしょうか。 

 すごく大事なところで、この部会で進捗を見ながら、進まないところはどうしたら進む

かということを皆さんから御意見をいただいて、またそれを持ち帰って検討いただいて変

化をつくっていくと。目標を出して出しっ放しだったのがこれまで多かったので、そこを

改善するということで、こうやって報告もしていただいて、分析も、本当に駄目だったと

ころを挙げていただいて、それらに対する御意見を皆さんからいただけたらと思っている

ところです。いかがでしょうか。 

 杉山委員、お願いします。 

 

（杉山専門委員） 

 第２章の「当事者である子どもの権利養護」で、子どもと面会して子どもの自分の意見

の表明ということですが、最近私のところでもそういうことがありまして、中学３年生の

女の子が児童相談所で意見を言うことがあったんですが、やはり女の子１人に対して児童

相談所の方は３人。大人が３人で子どもが１人なので、大人と子どもの立場が違って意見

がなかなか言い出せないということがありました。それはそのとおりだと思って考えさせ

られました。 

 児童相談所はそういうやり方で何も問題はないのですが、やはり人数が違うと大人と子

どもの立場の違いで、どちらかと言えば、女の子には女性の相談員が子どもの目線に下が

って聞き取りをするといいかなとちょっと感じました。 

 例えば、「お父さんとお母さんとどっちが好きですか」とか、単刀直入に聞かれたとい

うことなんですが、子どもとしてみると、どっちが好きとは答えられないんですね。親子

というのは、好き嫌いはあっても、はっきりそう言ったら親を傷つけることになるし、そ

ういうところは非常に子どもの意見を引き出すというのは難しいなと感じました。 

 以上です。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 
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 何かありますか。 

 

（岡村主査） 

 杉山委員、ありがとうございます。非常にそのとおりかと思っております。やはりお子

さんとも対等にならなければならないということで、お子さんの目線に下がったり、ある

いはそのお子さんの話しやすさであったり、普段どういうところで緊張せず話せるかなと

いうところを丁寧に直接聞いたり、また施設の職員さんに意見を聞きながら、面接は本音

が言いやすい相手だったり状況だったりをつくらなければならないということで、それも

含めて権利養護なのかなということで、貴重な御意見かと思いますので、その点も含めて

意見聴取の対応の際は注意点として共有していきたいと思いました。ありがとうございま

す。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。ここは一番だと思っていたところで意見を言ってしまいますが、

５年たって上がらずちょっと下がっているところが、もちろん何もしなかったわけではな

くて、今言ったみたいに場は設けたと思うんですね。けれども、子どもからしたら表明で

きていると感じるような状況にはなっていないとしたら、そこのところをどう変えるのか

を考えていく必要があるかなと。 

 これは本当にもうすぐにでも、11年度まで待たずに100に近い形にできるはずのことで

はないかと、５年待って100％というよりは、次の年には、聞かれた子が聞いてもらった

と思える状況をすぐにでもつくらなければ駄目で、これが基本になってほかのものが動い

ていくということだと思うので、ここが変わっていないというところは重大に受け止めて

いただいて、今いただいた御意見は、そういうことの実際が分かるような内容だったと思

いますので、御検討いただけたらと思いました。ありがとうございます。 

 どうぞ、川瀬委員。 

 

（川瀬副分科会長） 

 今の意見表明までは聞いたとして、その次の２節にあります一時保護も、60日を超え

て長期化するケースがあるということで、そうなるとその子どもたちが小学生以上になれ

ば学校に60日行っていないということも考えられるわけで、そういった子どもたちの教

育権も含めて、健全な発達の保障ということをしっかりと、施設と里親さんだけでなく、

これはやはり学校や市町村もきちんと考えた上で、その子にとってどういう体制づくりと

支援が必要かということを考えていかないといけないデータなのではないかと思っておる

ので、御意見をしたところです。 

 以上です。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 これは何かありますか。 
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（篠田専門委員） 

 子ども自身が持つ権利と権利養護の第１節のところですが、乳児院の子どもたちという

のは、自分の気持ちを言葉で表すということはもちろんできなくて、児童相談所の職員さ

んが見にきても泣いてしまったり、日頃見慣れない人たちが来ての反応というのは大体分

かると思うんですけれども、泣くか、そんなに表情に出すことはないんですけれども、そ

うであれば、どのように子どもたちの様子を知っていただくかといったら、児童相談所の

担当福祉司さんにやはり足を運んでいただいて、子どもの様子や保護者・家族との交流の

様子を見ていただくとか、私たち日頃関わっている職員が子どもたちをどのように見てい

るかといったところを話す機会を設けていただくのが一番かと思っています。 

 全入協（全国乳児福祉協議会）のほうから、今年度から一時保護アセスメント報告シー

トというものが出ていて、それを活用させてもらって一時保護委託されたお子さんについ

ては、早期の段階で児相さんのほうに子どもたちの様子を見て意見を出させていただいて

います。 

 それと話はそれるんですが、ショートステイも繰り返し使っているお子さんがいて、や

はり家庭の中に問題を抱えていて何度も使うんですけれども、そういったところも、ショ

ートステイで果たしてこの家庭が子どもたちとの生活が良くなっていくのかというと、一

時しのぎにしか感じていなくて、そちらも併せて市町村さん向けに同じような様式を使っ

てショートステイをしている期間のアセスメント報告という形で提出させていただいて、

私たちから子どもたちの様子を報告させていただいているんですが、そんなところも児相

さんにもう少し活用していただいて、乳児院の子どもの持っている意見、感じていること

を知っていただきたいと思います。 

 以上です。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 ほかにもう一つぐらいあればと思いますが、いかがですか。 

 今、何かいただいたものに対して県からありますか。 

 

（岡村主査） 

 ありがとうございます。今いただきました意見ですけれども、本当に市町村とやってい

かなければならない、特に市町村さんはしっかり情報は持ってはいるので、そこでなるべ

く深刻化する前に対処できるというところでショートステイを利用しているというのは一

つ非常にいい状況ですので、その中からしっかりアセスメントが伝わっていく中で、その

リスクが共有されれば、早い段階で予防の対応ができるのかなというところでは、非常に

ありがたい取組だということでお伺いしました。 

 そして、やはりそういった早期の段階でいろいろできることがある中で、対応せずに来

てしまって、結局保護が60日超えるケースというのが、対立してしまっていたりする中

で、要は保護者の意見と児相の意見が食い違ってきてしまって、家庭裁判所にもちろん伺

うんですが、やはり決定まで時間がかかるということで長期化してしまうケースがござい

ます。 
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 そうしてしまうと、お子さんにとっては安全のために来たはずなのに、居場所から離れ

てしまうという新たな権利侵害とか、特定の養育者と離れてしまうというところも生じて

本当に深刻だと思っておりますので、より一層市町村さんとそういったアセスメントの共

有であったり、早期の予防対応というところでは一層力を強めていかなければならないと

いうことを感じました。ありがとうございます。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。今の一時保護のところもそうですが、一時保護が長くなった理

由に里親が拒否されるというところがあったりすると思いますが、里親の理解自体をどう

変えていくかというのは結構大きなところで、ほかの状況を改善するのと同じように取り

組むべきこととしてあるかもしれませんし、あと一時保護が長いなら長いで、その間でも

今までよりは子どもにとって良い状況、学校に行きたかったら行けるというのが一番大事

で、その指標がまだ出ていないかもしれませんが、そこはちゃんと見て、長いけれども学

校には行かれている状況は100％確保すると、そういう工夫が、こうやってデータを見て

いく中で必要かと思いました。 

 ほかにもできていない、予定どおり動いていないところ、計画どおりではないのを幾つ

もちゃんと挙げて分析していただいて、それをどうしたら変えられるかというところもセ

ットで、ぜひ考えていただいたものをまたどこかで御報告いただいて、これは５年で見て

いますが、年度ごとでしっかり見ていって、目標値時点、もしかして最後の自立のところ

などは、大学の進学ではなくて中退も含めてとか、やり直しがきくということも実はこれ

から可能になってくるという中では、自立の考え方も変わってきたりするかもしれません

ので、この辺もここでせっかく委員にも入っていただいていますので、議論をしてもらっ

たり、意見を直接聞いていただけたらいいかなと思いました。ありがとうございました。 

 では次に進みます。後でまた時間を最後のほうで残すようにしますので、ここも含めて、

最後に全部通して何かあったらそこでも言っていただければと思っております。よろしく

お願いします。 

 続いて、会議事項（２）「令和７年度における長野県社会的養育推進計画（後期計画）

の取組について」、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（渡辺担当係長） 

 お世話になっております。資料２につきまして、児童相談・養育支援室の渡辺から御説

明いたします。以後着座にて失礼いたします。 

 それでは、お手元の資料２「長野県社会的養育推進計画（後期計画）令和７年度におけ

る取組状況等について」を御覧いただければと思います。 

 資料にお示ししていますとおり、昨年度末の２月に最終案を審議いただいた後期計画に

つきましては、長野県社会福祉審議会の答申を経まして３月21日に策定されたところで

ございます。その後に実施しました後期計画に基づきました具体的な取組ということで、

御覧の資料の一覧表にまとめたものでございます。 

 資料３も併せて見ていただければと思いますが、資料２の後ろについていますが、資料

３の社会的養育推進計画の実施体制や令和７年のスケジュール等についての左側になりま
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すが、実施体制等の欄を併せて見ていただければと思います。それから、右側の社会的養

育推進担当等についてにありますとおり、令和７年度からになりますが、児童相談所や県

庁の児童相談・養育支援室には、社会的養育推進担当者、パーマネンシー担当者、それか

ら、クオリティー・ペアレント・イニシアチブ（QPI）の担当者を配置してございます。 

 資料２に戻りますが、令和７年４月16日の欄ですが、計画の推進の一番最初のところ

で、今申し上げました各児童相談所に配置しました社会的養育推進担当者、パーマネンシ

ー担当者、QPIの担当者が集まりまして、児童相談所の後期計画の関係職員を対象としま

した検討会議を開催しました。 

 検討会議では、計画の柱となる家庭養育推進原則ですとか、パーマネンシー保障に関す

る研修会を開催するとともに、ワークショップを通じた意見交換を実施したところでござ

います。 

 その後、７月11日に後期計画のスタートアップ研修会を開催するとともに、それを皮

切りに７月の後半に県内10圏域で、第１回社会的養育推進に係る地域懇談会を開催した

ところでございます。そちらにつきましては、この後の資料で詳しく御説明いたします。 

 スタートアップ研修会の後になりますが、QPIの取組の一環としまして、里親の活躍の

場を拡大する施策を検討・展開する里親活動率向上のためのパイロット事業を、マッキン

ゼー・アンド・カンパニーのアドバイスの下に７月から開始しているところでございます。 

 また８月からになりますが、こども家庭庁の伴走相談支援事業を活用した市町村ワーク

ショップを開催しまして、県内の市町村を対象としてこども家庭センターの設置、それか

らサポートプランの作成、それから家庭支援の実施について、それぞれ課題を抱えており

ます市町村を対象に、グループに別れて実施するとともに、モデル地域、これは諏訪と上

伊那・上田圏域を設定しておりますが、そちらでは家庭支援事業の実施のワークショップ

を、社会的養育推進に係る地域懇談会の枠組みの中で実施しているところでございます。

これらは、各テーマにおいて年度内に４回実施していく予定となっております。 

 また、同じく８月の欄になりますが、デザイン思考を用いた効果的なリクルート施策の

展開に関する研修を踏まえましたリクルートプロセスの見直しと新たな展開に向けて、こ

ども家庭庁の広報啓発事業を活用した里親リクルート施策にも取り組んでいるところでご

ざいます。 

 また、今月10月に入ってからになりますが、２回目の地域懇談会ということで、諏

訪・上伊那・上田のモデル地域におきまして実施しているところでありまして、年度内に

そのほか順次、全10広域で実施していく予定となっているところでございます。 

 そして先週になりますが、10月15日にアメリカからキャロル氏の来日の機会に合わせ

まして、長野県のQPI会議（推進研修会）を開催したところでございます。当日は、乳幼

児の家庭養育の必要性とQPIの取組・導入について基調講演が行われたほか、参加した約

50名の会場の皆様とワークショップを通じまして意見交換を実施したところでございま

す。 

 今後の予定としては、現時点で決定しているものとはなりますが、12月に社会的養育

総合支援センター「一陽」の橋本統括所長を講師にお迎えしまして、児童家庭支援センタ

ーを中心とした地域連携や、家庭支援事業の実施について研修会を開催する予定となって

いるところです。 
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 資料２についての説明は以上になります。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 今のは２だけでいいですか。３も説明したことになりますか。 

 

（渡辺担当係長） 

 ３は、また別途説明いたします。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 では、今資料２について御説明いただきましたが、これについて御質問等ありましたら

お願いいたします。 

 一つだけいいでしょうか。７年７月11日のスタートアップ研修会は市町村も参加して

いると思いますが、大体でいいんですが、どのぐらいだったでしょうか。結構出てくれた

んでしょうか。 

 

（渡辺担当係長） 

 大体３分の１ぐらいのイメージかと思います。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 これは全市町村に一応声をかけて、来たのが３分の１だから40ぐらいが来てくれてい

たという感じですか。 

 

（渡辺担当係長） 

 はい。全市町村にお声がけしています。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。パーマネンシー保障というのをどのぐらい市町村に伝えられる

かこれから大事なところだと思いますが、それだけ来てくださったならまずまずかなと思

いながら、繰り返しこの後も出るたびにきっとそのことを伝えてくれていたと思うんです

が、市町村にいかに伝えるかということで、また続けていただけたらと思います。ありが

とうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。大丈夫ですか。 

 それでは、続けて資料３についてお願いいたします。 

 

（渡辺担当係長） 

 引き続き、児童相談・養育支援室の渡辺から御説明いたします。 

 それでは、お手元の資料３、長野県社会的養育推進計画（後期計画）スタートアップ研

修会の御説明をいたします。 

 ただいま資料２でも振れたところでございますが、後期計画の推進に当たりまして、社

会的養育に関わる市町村、里親、施設、児童相談所等の関係者がそれぞれの地域において
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連携・協力して、必要な支援整備ですとか、子どもや家庭への支援に取り組んでいただく

ことが重要であること。それから、後期計画の基本理念の一つであるパーマネンシー保障

について、特に理解を深めていただくことができますように、７月11日に後期計画のス

タートアップ研修会を開催したところでございます。 

 こちらについては、市町村のこども家庭センターの関係職員をはじめまして、児童相談

所の職員さん、それから乳児院や児童養護施設の職員さん、それから里親さん、ファミリ

ーホームなどの関係者の皆様で、先ほどお話のありましたとおり、総勢139名にお集まり

いただきまして、塩尻市にあります長野県の総合教育センターの講堂で開催したところで

ございます。 

 研修の内容としましては、資料３の６の「内容」のところになりますが、後期計画の概

要について御説明した後に、関西学院大学の人間福祉学部社会福祉学科の畠山由佳子教授

に「パーマネンシーをめざすこどもと家庭への支援」をテーマに御講演をしていただいた

ところでございます。 

 後期計画においては、冊子の77ページ以降になりますが、パーマネンシー保障につい

て記載しているところであります。そのパーマネンシー保障の定義の箇所につきましては、

畠山教授の著書を引用しているところでありますので、当日御参加いただいた皆様につき

ましては、後期計画におけるパーマネンシー保障の概念などにつきまして、理解を一層深

めていただくことができたのではないかと考えているところでございます。 

 その後、取組発表というところで、県内の茅野市にあります児童家庭支援センターつつ

じ様からは、「子どもが地域で暮らすオーダーメードの支援」ということで、具体的な事

例を通じて地域支援の在り方を発表いただきました。 

 それから、伊那市の子育てサポート課様には、伊那市の子どもの一時預かり事業という

ことで、レスパイト事業やショートステイのお取組について発表していただきました。 

 また、同じく佐久児童相談所には、家庭養育推進、パーマネンシー保障の取組というこ

とで、長野県の中でも里親委託率が高い柵児童相談所のお取組について発表をいただいた

ところでございます。 

 資料の２枚目以降になりますが、これは後期計画の概要についての当日の資料になりま

す。 

 計画の内容については、委員の皆様御存じのところでございますので、御説明は省略さ

せていただきますが、３枚目の裏面を御覧いただければと思います。先ほどちょっとだけ

触れさせていただきましたが、資料の名前としましては、「社会的養育推進計画（後期計

画）の実施体制」や令和７年度のスケジュール等についての資料について御説明したいと

思います。 

 後期計画に掲げました家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の二つの理念の実現に向

け計画を推進していくに当たりまして、実施体制と社会的養育推進担当などの配置につい

て整理をした資料でございます。 

 一つは右側になりますが、実施体制ということで、令和６年度に後期計画を作成する際

に、県内の10地域で地域懇談会を開催しまして、地域ごとの実情把握を行ったところで

すが、その枠組みを今年度も生かした体制を構築しているというところでございます。 

 地域懇談会の構成は資料の左側の図にもありますが、こども家庭センターの設置やサポ
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ートプランの作成、それから家庭支援事業の実施や委託を担う市町村、それから地域の中

で児童家庭支援センターですとか、里親支援センターを設置したり、家庭支援事業の受託

を推進していく役割を担う施設等、それから登録里親数自体を増やすということももちろ

んあるんですけれども、ショートステイ事業を受け入れるなどの役割を担ってくださる里

親様が参画して、そこに地域を管轄している児童相談所と県庁の児童相談・養育支援室の

社会的養育推進担当が加わりまして、地域の実施体制として構築しているところでござい

ます。今のが左側です。 

 右側になりますけれども、社会的養育推進担当などの配置につきましては、今年度から

各児童相談所及び県庁の児童相談・養育支援室に、社会的養育推進担当者、それからパー

マネンシー担当者、それからQPIの担当者を配置しているところでございます。 

 それぞれ関係職員の役割ですが、社会的養育推進担当者の役割としましては、社会的養

育推進の全体統括、それから市町村相談支援体制の整備、施設の進化の促進などを担って

いるところでございます。 

 パーマネンシー担当者の役割といたしましては、親子関係再構築支援ですとか、家庭養

育移行を含むパーマネンシー保障の徹底を担っているところでございます。 

 QPI担当者ということで、先ほどの繰り返しになってしまいますが、クオリティー・ペ

アレント・イニシアチブということで、里親さん、フォスタリング機関、それから児童相

談所のパートナーシップの下で里親養育の質を上げて、里親と共に協働して子どもの育ち

をサポートしていくという取組でありますけれども、そういったQPIの担当者は、長野県

でQPIを取り入れて、里親養育の拡大と質の向上を担うというために配置されているとい

うところでございます。 

 資料の下段のスケジュールにつきましては、資料２で既に御説明した部分もあるんです

が、スケジュールどおりにやっているところもあるんですが、７月11日のスタートアッ

プ研修会を皮切りにしまして、地域懇談会について、各圏域で２回以上ということで実施

しているところでございます。特に10地域の中でも、先ほどモデル地域と申し上げまし

たけれども、地域支援の体制づくりに関わる関係機関の議論が進みつつあるところについ

ては、県としても今後モデル的な取組となることを期待しまして、上田・諏訪・上伊那の

地区になるんですけれども、この３地域につきましては、先ほど申し上げましたとおり、

こども家庭庁の伴走相談支援事業を活用しまして、家庭支援事業の実施及び地域資源の開

拓・連携について検討・実施をしていくグループの枠組みを地域懇談会のほうに取り込ん

だ形で実施しているところでございまして、今年度中に４回の地域懇談会を開催していく

予定となっているところでございます。 

 そのほか資料２でも御説明しましたが、市町村ワークショップについては、テーマ別に

なりますが、年４回実施しているところで、そこに書いておりますほか、研修等の実施に

よる先進事例等の共有について、年度の後半についても引き続き実施していく予定となっ

ているところでございます。 

 資料３の次のページの地域懇談会の方向性という資料につきましては、後ほどまた資料

４のところでまとめて御説明いたしますので、またよろしくお願いいたします。 

 そのさらに次のページで、シート本体と「（案）」とあるシートにつきまして御説明いた

しますが、後ほどまた資料５とも関連するのでそちらでも触れたいと思いますが、後期計
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画では、こども家庭センターの設置数や家庭支援事業の実施状況等につきまして、委員の

皆様にも御参画いただいたところであるんですけれども、目標であったり評価指標を設定

しているところでございます。 

 こういった目標の達成具合等を把握していくための調査シートを作成いたしまして、市

町村の皆様に照会をかけさせていただいたところでございます。なお、照会のシートの中

でも、ちょっと小さくて恐縮ですが、設問６の貴市町村から児童相談所を通じた措置、委

託に至ったニーズなど、場合によっては後期計画のところでは目標だったり、評価指標と

は設定していない項目についても含まれておりまして、そういった項目も市町村に照会し

ているところではありますが、こちらにつきましては、より深く現状把握を行って、後期

計画の取組を反映するということが一つ。 

 それから市町村におきまして、後期計画に基づいて、子どもや家庭のサポートを行って

行くに当たりまして、地域の子どもなどの現状をしっかりと把握していただいて、主体的

に関与してもらって、関係機関とも連携を図っていくという観点も含めて調査を行ったと

ころです。 

 後期計画では、令和11年度の計画期間の終了まで、毎年度目標を設定しておりまして、

また評価指標についても継続的に把握して検証していくこととしておりますので、こうい

った今お示ししたような調査票などを用いまして、引き続き現状把握を実施してまいりた

いと考えておりますので、御報告をいたします。 

 資料３については以上です。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございました。今資料３を中心にお話いただきました。御質問があればお願

いいたします。 

 いかがでしょうか。市町村の話も結構出ていましたが、島岡委員や中山委員から何かあ

りますか。参加されて何か思ったこととかあればと思いますが。 

 

（中山専門委員） 

 実は参加していないんですけれども。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 もちろんそれでもいいです。 

 

（中山専門委員） 

 いろいろな研修会に参加していなくて大変恐縮ですが、私は１年目なので勉強というと

ころもあってお聞きしているところです。いろいろな情報をいただきながら、また市町村

も連携してやっていかれればと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 島岡委員、どうぞ。 
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（島岡専門委員） 

 先ほど上鹿渡分科会長がおっしゃった市町村にパーマネンシー保障をどのように下ろし

ていくかというところは、やはり課題かと思います。パーマネンシー保障はすばらしいこ

とだと思うんですが、小規模の市町村や地域資源のない自治体などは、どこか遠いところ

の話のように聞こえてしまったり、またこういう難しい言葉並んでくるとなかなか導入し

づらい、理解されづらいというところもあって、せっかくこのように地域懇談会や地域の

実情に合わせていろいろなことを考えてくださっていらっしゃるので、いろいろな市町村、

都会から山間部から、大きいところから小さいところから、みんなが理解しやすいような

投げかけや工夫がされていくと広がっていったり、分かりやすいんじゃないかという印象

は持っています。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。たぶん市町村も人が替わったりするので、スタートアップです

けれども、毎年繰り返しやっていったほうが５年間ぐらいはいいかもしれないと思います。 

 あと、モデルで一応三つやるところの広め方をうまくいけば、ほかのところにもやり方

として広めていくとか。あとこのシートの中で家庭支援事業を細かく聞いてくださって、

これをやれば長野県の全部の自治体の状況が毎年把握できるので、具体的に言うとこの辺

のショートステイが増えるとか、児童育成支援拠点が増えるということが、実は市町村の

パーマネンシー保障ということの表れになるとか、どういう説明だと入りやすいか、「あ、

分かった」という感じになるか、それを探っていただくといいかと思います。 

 これは全国で困っていて、市町村がなかなか反応しないとか、ニーズがないと言ってし

まっているのはたぶん分かっていないからだと思いますので、長野県は自治体も多いので

やりにくいかもしれないですが、ここができたらほかのところがやりやすいということで、

いろいろな示唆になっていくと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうござ

います。 

 どうぞ、杉山委員。 

 

（杉山専門委員） 

 たびたびすみません。最近一時保護したのですが、社会的養育の姿の中で、一時保護改

革に向けた取組というのがありまして、一時保護委託における里親などの活用ということ

で、実は中学３年の女の子を一時保護で預かったんですが、最初は緊急性があったので、

施設を打診して施設に行ったんですが、その女の子が言うには、その施設には監視カメラ、

スマホ取り上げ、学校に行けないなどと言われて、自分の今住んでいる環境よりもっと悪

いので、ここには絶対おりたくないということで、それで私のところへ打診があって受け

入れました。 

 そういうのを体験してみると、県里親会としてもそういう急な一時保護の委託について、

里親登録している中で急な受入れでもできますよという里親を若干用意する必要もあるか

ということです。子どもにとっては学校に行けないというのが一番ネックになるので、私

も飯田市の中だから学校へは送迎しているんですけれども、もうじき卒業なので同じ学校
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に行かせてあげたいということでさせていただいています。今日の今日でも受入れ可能な

里親の登録も、里親会としても考えてもいいかなと思います。 

 それから、ここにあります一時保護専用ユニットの設置というのは、例えばどんな形を

例として挙げられるのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 

 

（渡辺担当係長） 

 今、杉山委員に御指摘いただいたところについてお答えいたします。 

 一時保護所の関係で少し参考になるかと思うのが、少し先になってしまいますが、カラ

ー刷りの資料５の６ページを見ていただくと、ちょうど県の計画で一時保護の改革のとこ

ろの指標と整備状況が書いてあります。あわせて参考になるかと思いますので、見ながら

御説明したいと思います。 

 最初に御指摘いただいた一時保護所のルール等につきましては、評価指標というところ

の位置づけで、一番下の行ですが、一時保護所における規則やルールの定期的な見直しの

状況というところで見ていくというところもありますので、具体的にどんなふうに、生活

しやすいように一時保護改革というところで、県の計画の中でも取り組んでいく、しっか

りと状況を見ていくという形でさせていただいていると思います。ただ、現状については、

まだそうなっていない部分があるという形で、今お話をいただいたのかと思います。 

 二つ目のところで、一時保護専用のユニットというのがどういったことかというお話を

いただきましたが、例えば児童養護施設で一時保護専用棟という形で建てることができま

して、そちらはもちろん児童養護施設であれば一時保護は受けられるんですが、一時保護

の専用のユニットがあれば、そちらは一時保護の専門の職員もいて、もう少し手厚く一時

保護について見ていけるというところで、入所児童等とも分けながら対応できるという形

で、手厚く見ていくことができるものが考えられるところでございます。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、次に進めていきたいと思います。次は資料４の説明をお願いいたします。 

 

（渡辺担当係長） 

 それでは、資料４について引き続き御説明いたします。 

 題名は、「社会的養育推進に係る地域懇談会の実施状況について」ということで、資料

４を御覧いただければと思います。 

 冒頭の資料２の取組一覧でも御説明したところでございますが、７月11日のスタート

アップ研修会の後に、７月16日から30日にかけまして、全県の10圏域において地域懇談

会を開催したところでございます。地域懇談会の枠組みにつきましては、先ほど資料３の

実施体制のところで少し御説明したとおりですが、地域懇談会の構成としますと、市町村、

施設等、それから地域の里親さん、そこに地域を管轄している児童相談所と県庁と児童相

談・養育支援室の社会的養育推進担当が加わって、地域懇談会を実施したというところで

ございます。 

 各地域懇談会の実施日程や参加者数は、資料の左側に書いてあるところでございます。
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各圏域の地域懇談会について、それぞれ簡単にはなりますが振り返って状況を報告させて

いただきます。 

 まず、資料の順番になりますが、佐久圏域につきましては、資料には少し整理しており

ますが、「市町村のサポート体制等」というところでまとめている内容となります。こど

も家庭センターを未設置である市町村が多いというところと、市町村にとって人材確保や

設置動機の明確化が課題と挙げられていたところです。 

 もう一つの右の欄で、「地域資源の整備状況・課題等」というところで整理しておりま

すが、そういったところにつきましては、地域の児童家庭支援センターが要保護児童対策

地域協議会（要対協）へ参画できているといったところや、ショートステイの支援などを

支援できているというようなお話をいただいたところでございます。 

 こういった状況を踏まえまして、佐久地域におきましては、年内に再度第２回の地域懇

談会を開催して、さらに一つ右側の欄になりますが、「第２回における主な検討事項

（案）」にありますとおり、地域人材を共通で活用することですとか、こども家庭センタ

ーの共同設置について次回は検討してまいりたいというところでございます。 

 その次の段で上田圏域です。こちらにつきましては、市町村のサポート体制というとこ

ろをまとめると、圏域内で既に児童育成支援拠点事業を１か所実施されているところでは

あるけれども、さらなる設置に向けたニーズがあるということ、それからその右の欄の地

域資源の整備状況・課題については、里親ショートステイをはじめ、ショートステイの受

け皿拡大についてニーズが大きいという状況があったところでございます。 

 こうした状況を踏まえまして、先ほどお話しした上田地域はモデル地域になるので、こ

ども家庭庁の伴走型支援事業を活用した地域懇談会ですが、10月３日に、児童育成支援

拠点事業とショートステイ事業に力を入れて取り組んでくださっている尼崎市役所の子ど

も相談支援課の方々をアドバイザーに御参画いただきまして、既存の地域資源の整理とか

担い手の検討を行うための地域懇談会を実施したところでございます。 

 次回につきましては、12月に越前市の児童家庭支援センター「一陽」の橋本統括所長

をアドバイザーにお迎えして、「家庭支援事業の実施に向けた各市町村の課題」をテーマ

に懇談を実施していくということで予定しております。 

 続きまして、諏訪圏域についてです。市町村のサポート体制等というところでは、主に

ショートステイや子育て世帯訪問支援事業を利用する住民の方のマッチングに課題がある

というお話が出ていたところです。他方で、その右の欄の地域資源の整備状況・課題等に

つきましては、地域の児童家庭支援センターがネットワークの構築やショートステイの受

け皿の役割を担うことを地域から期待されているという状況があったところです。 

 こういった状況を踏まえまして、諏訪地域もモデル地域ですが、10月１日に訪問型の

食事支援だったり、ショートステイに力を入れて取り組んでいらっしゃる東京の新宿の

NPOのバディチームの濱田理事をアドバイザーとして御参画いただきまして、既存の地域

資源の整理や担い手の検討をテーマに懇談会を実施したところでございます。次回につき

ましては、12月になりますが、福岡市の児童家庭支援センターのSOS子どもの村の統括相

談支援員の橋本様をアドバイザーに迎えまして、家庭支援事業の実施に向けた各市町村の

課題をテーマに懇談を実施する予定となっております。 

 上伊那地域につきましては、市町村のサポート体制というところでは、主にショートス



 - 21 - 

テイと子育て世帯訪問支援事業を連携させた事業を模索できないかというようなお話が出

ていました。他方で、地域資源の整備状況・課題等につきましては、地域に児童家庭支援

センターの設置についてニーズがあるという状況があったところでございます。 

 こういった状況を踏まえまして、上伊那地域も同様に、モデル地域になるんですけれど

も、10月１日には先ほどのバディチームの濱田理事をアドバイザーに迎えて地域懇談会

を実施したところでございます。こちらも諏訪地域と同じですが、12月には福岡市のSOS

子どもの村の橋本様をアドバイザーに迎えて、また懇談会を実施する予定になっておりま

す。 

 次の南信州の圏域につきましては、市町村のサポート体制というところになりますが、

半数の自治体でこども家庭センターが未設置だったという状況にあるというところと、小

学生以降ではなくてもっと早い段階からの支援を実施したいというようなニーズがあった

かと思います。 

 その右の地域資源の整備状況課題につきましては、懇談会の中で家庭支援事業の受託に

ついて、受けることについて、施設の側にも一定の理解があるという状況があったと認識

しているところでございます。 

 そういった状況を踏まえまして、南信州の圏域につきましては、早期段階からの支援の

充実ということをテーマとしまして、年度内に第２回目の地域懇談会を開催したいと考え

ているところでございます。 

 次に木曽圏域です。市町村のサポート体制につきましては、地域の中の元教員ですとか、

元保健師さんなどの人材を活用した家庭支援を実施しているというような現状がありまし

た。また、地域資源の整備状況・課題等につきましては、ペアレントトレーニングだった

り、子どもの第３の居場所について、木曽の圏域内で広域で利用できるようにするという

ことについて需要がありそうだという状況があったところでございます。 

 こういった広域で利用できる地域資源も含めまして、第２回の地域懇談会では、地域内

の資源を活用して実現可能な支援を具体化することで、年度内を目途に懇談をしてまいり

たいと思っているところでございます。 

 次、松本につきましては、昨年度の地域懇談会におきまして、市部と郡部それぞれ異な

る状況が課題があるというところで、市部と郡部を分けて取組を検討していくという方向

性が打ち出されていたかと思います。 

 市町村のサポート体制につきましては、市部・郡部と共にこども家庭センターを置きま

して、母子保健と児童福祉の連携が充実しているとの話があったほか、郡部では、教育分

野との連携を進めるというような状況が見られたところでございます。 

 また、地域資源の整備状況・課題等につきましては、市部では里親へのショートステイ

の委託について、里親支援センターがコーディネーターとなって実施するということにつ

いてニーズがあるということがありまして、郡部においては、里親ファミリーサポート事

業における事業の担い手である会員の増加が課題であるというお話があったところでござ

います。 

 こういった流れを踏まえまして、今後の地域懇談会では、既存の地域資源の整理だった

り、担い手の検討をテーマに実施予定ですが、市部につきましては、主に里親ショートス

テイや児童育成支援拠点事業に焦点を当てて、こども家庭庁の伴走型支援事業を活用した
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地域懇談会の枠組みを活用して実施する予定としているところです。 

 また、９月24日になりますが、こちらも一度懇談会を開催しているところです。次回

は11月７日に地域の担い手を洗い出すというところを目指して、ワークショップ形式で

実施する予定となっております。郡部につきましても、年度内には２回の地域懇談会を開

催する予定としております。 

 続きまして、北アルプスにつきましては、簡単にはなりますが、市町村のサポート体制

につきましては、こども家庭センターを設置した後に、各種の家庭支援事業をどうやって

展開していくかというところで課題があったところになります。 

 これらの状況を踏まえまして、北アルプスにつきましては、第２回の地域懇談会では、

今年度内に既存の地域資源の整理や担い手の検討をテーマにまた実施する予定としており

ます。 

 続きまして長野の圏域になりますが、こちらもやはり昨年度の地域懇談会のところで、

長野市とほかの市町村では状況が違うというお話があったかと思います。なので、圏域内

でさらに地域を分けた検討を行うということで方向性が示されていたところです。 

 ですので、１回目については合同で行ったんですが、２回目以降については、さらに地

域を分けて実施していくところで考えております。なので、長野市は年内、長野市以外は

年度内に第２回を実施する予定としております。 

 最後、一番下の北信になりますが、北信につきましては市町村のサポート体制というと

ころで状況としましては、家庭支援事業の拡充について検討する先行自治体があるという

形で、今日いらっしゃっている中野市さんをはじめ先行しているところがあるという形で

お話があったかと思います。 

 そういったことを踏まえまして、第２回目につきましては、先行自治体の例を参考に、

里親ショートステイへの実施に向けた具体的な地域体制の検討等を議論していくという形

で、年度内に地域懇談会を開催することを考えているところでございます。 

 説明は以上になります。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、今の資料４につきまして、何か御質問等ありますか。 

 小林委員、どうぞ。 

 

（小林専門委員） 

 質問というより良かった点ですが、こうやって地域懇談会を開催していただきまして、

私は東御市に住んでいるので、児相は佐久ですが行政区は上田ということで、両方に出さ

せていただきました。そこで東御市の子どもサポート室のセンター長さん、課長さんと隣

の席になりまして、東御市は人口の割に里親が11組ととても多いんですけれども、サポ

ートセンターの方が里親のことを知らないという実情がありまして、初めて顔合わせ会と

いうのを開くことができました。 

 先ほどの資料２にありましたその事業も、私三つぐらい副会長という立場で出させてい

ただいたんですけれども、市町村や児相や支援センターといういろいろな立場の人が同じ



 - 23 - 

テーブルで意見を出すということが、お互いを知り近くなる、すごく良いことだったんじ

ゃないかなと思っていて、これから先のパーマネンシーの地域の人材とか地域資源とかた

くさん出てきたんですけれども、里親もその一つだと思うんですね。 

 ところが今まではすごく隔たりがあって隠された存在みたいな里親だったんですけれど

も、そうではなく地域の資源として、もう少しできることがあるんじゃないかなというこ

とも模索できてとても良かったと思います。ありがとうございました。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 

（渡辺担当係長） 

 地域懇談会の一つの目的として、特にワークショップなどはそうですが、連携を深めた

り、顔合わせをしてネットワークをつくるというところももちろんあると思うので、そう

いった形になったとすれば、すごくいいかと思いました。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ほかはいかがですか。今のはQPIで、里親さんと一緒に同じテーブルについて地位を回

復というか、今まで確かに入っていなかったところを一緒にやりましょうという動きが、

長野県は今一番に動いて、各児相に担当者を置ぐらい、考え方が今入りつつあるところな

ので、QPI用の場でなくて、普通の場でもその考え方で取り組まれると、今のこともQPI

的な感じで起きたんだなと思いまして、それがすごく大事だなと思いました。ありがとう

ございます。貴重な御感想と御意見だったと思います。 

 あと、全部行ってやったんですよね、この短期間に。しかも聞いていると全部違う、

10圏域で違っていて、それぞれに合わせたやり方をしないと動かないなと、改めて今日

の御報告を聞いて思っていましたので、しかも三つのこれから来ていただくところは本当

に全国ですごくいい取組をしているところが直接来て、そこでさっき言ったみたいなこち

らのグループと話ができれば、いろいろな動きがつくれるだろうと思って期待ができる三

つで、二つは同じような動きはするかもしれませんけれども、ぜひほかの圏域にも伝えな

がら進めていただけたらと思いました。 

 あと、最後北信の児家センをつくるときに、大分の日田市である施設が二つ目の児家セ

ンを出すときに、日田市は最初から市と一緒に児家センをつくるみたいな取組もされてい

て、そういうのはすごく参考になるんじゃないかと思いますので、また何か必要だったら

私のほうからも情報提供できますし、もうつながっているかもしれませんが、そういう形

で児家センを結構いっぱい新たにつくっていくと思いますので、市と連携をつくるのはど

うだろうというのを、中野市さんとできると、どちらにとってもいいんじゃないかと思っ

て聞いておりました。ありがとうございます。 

 それでは次に行きたいと思います。続きまして会議事項（３）「長野県社会的養育推進

計画（後期計画）の整備目標及び評価指標について」、事務局から説明お願いいたします。 

 

（渡辺担当係長） 
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 それでは引き続きまして、資料５の御説明いたします。カラー刷りになりますが、資料

５の「長野県社会的養育推進計画（後期計画）整備目標及び評価指標等一覧」について御

覧いただければと思います。 

 この資料につきましては、後期計画における整備目標と評価指標を計画の冊子から抜き

出したものとなります。今年度が計画の初年度ということでありますので、スタート時点

の状況から、例えば令和７年度であれば令和７年度中の取組によってどのぐらいの変化が

あったのかを把握していく必要があると考えております。 

 資料中で、朱書きで記載している整備目標につきましては、令和６年度現状、R7目標、

R11目標というところを後期計画の中からそのまま転記したものになります。他方で、資

料中で青書きで記載されております評価指標につきましては、後期計画の中で具体的な目

標は定めないんですが、計画に定めた内容を実現できているかを評価するために設定をし

たものになります。 

 この評価指標については、今後例えば令和７年度の取組状況であれば、前年度と比較し

てどうだったのかといった検討が必要になってまいろうかと思いますが、後期計画のスタ

ート時点の状況を把握しておく必要がありますので、資料の評価指標の一番右の欄になる

んですが、令和６年度実績ということで、状況を記載したところでございます。 

 この評価指標における令和６年度実績につきましては、後期計画の冊子には記載されて

おりませんで、先ほど資料３のところで御説明したような、市町村に対する調査などによ

りまして、今年度新たに把握したものとなりますので、今回速報値というところにはなる

んですけれども、御報告をしたいと思います。 

 まず、１ページ目の「こどもの思いや意見をきいて、おとながそれにこたえること」の

評価指標について御説明いたします。 

 こちらは後期計画の中で子どもが自分の思いや意見を自由に言えるでありますとか、子

どもが言った思いに対して大人が応えるといったことができる仕組みを整えていくために

取り組んでいくもので、後期計画では10番として、冊子では117ページに記載されている

部分となります。 

 そしてこの取組の状況を把握するための評価指標について、主なものとなりますが御説

明いたしますと、資料の１ページ目にありますとおり、まず、社会的養護に関わる人たち

や子どもの権利や権利養護に関する研修等の受講者数でありますが、児童相談所や施設等

の関係機関を対象として、令和６年度の実績としては243人という形になりました。 

 また、その下になりますが、施設や里親の家庭などで生活する子どもの新しい計画によ

り時の認知度、利用度、満足度及びその下の施設や里親の家庭などで生活する子どもの子

どもの権利に関する理解度については、現時点では把握ができてございませんので、後ほ

ど資料６で御説明したいと思いますが、施設入所ですとか、里親さんなどに委託されてい

る児童に対するアンケート調査を実施して把握していきたいと考えているところでござい

ます。 

 次に２ページ目を御覧いただければと思います。これは後期計画の11の（１）で、「市

町村が、これまで以上にこどもや家庭から相談を受け、サポートができる仕組みを整える

ために県が取り組むこと」の評価指標について御説明したいと思います。こちらは後期計

画では141ページ以降です。 
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 子どもや家庭へのサポートを充実させるために市町村にこども家庭センターを設置する

ことを実現するために、長野県として取り組んでいくというところになります。 

 評価指標としましては、子ども福祉に携わる市町村職員に対する研修の受講者数という

ところですが、令和６年度実績としまして、児童相談所実施分が302名、それから、児童

相談・養育支援室で実施したものということで372名が受講者となっております。 

 また、こども家庭センターにおけるサポートプランの策定状況でありますが、要保護児

童対策地域協議会（要対協）に登録されているケースのうちで、サポートプランが策定さ

れているケースについては、市町村に照会させていただいた結果、10.15％という結果に

なりました。 

 また、市町村における地域子育て相談機関の整備数ということで、これは妊産婦や子育

て世帯、子どもが気軽に相談できる子育て世帯の身近な相談機関ということで、こども家

庭センターを補完するというような機能を有する機関になりますが、保育所や幼稚園が担

い手になりますが、令和７年７月１日の数値にはなりますが、30市町村77か所で設置と

いう形になっております。 

 続きまして、３ページ目を御覧いただければと思います。 

 11の（２）で「市町村でこどもや家庭をサポートする事業がもっとできるために県が

取り組むこと」というところで御説明いたします。 

 これは市町村が子どもや家庭をサポートするための家庭支援事業をもっとできるように

するという形で、県として取り組んでいるところになりまして、計画では160ページにな

ります。 

 評価指標としましては、市町村などへの照会結果が取りまとまったところなので、速報

値として報告するものですが、このカラー刷りのものの後ろに添付しております長野県の

地図が記載された資料がありますので、それも併せて、見づらいかと思いますが、見てい

ただければと思います。家庭支援事業の各事業を実施している市町村数ということで、子

育て短期支援事業のうち、ショートステイ事業については58市町村で取りまとまりまし

た。それからトワイライトステイ事業につきましては19市町村、養育支援訪問事業につ

きましては43市町村、一時預かり事業につきましては50市町村、子育て世帯訪問支援事

業につきましては37市町村、それから児童育成支援拠点事業は７市町村、親子関係形成

支援事業については16市町村で実施されているという状況です。後ろの地図と照らし合

わせてという形になります。 

 また３ページに戻っていただきまして、市町村の家庭支援事業を受託している乳児院や

児童養護施設の数につきましては、県内には乳児院四つと児童養護施設14か所ですが、

受託しているのは、資料のとおりとなっております。 

 次に、資料４ページ、11の（３）で「専門的な相談やサポートが受けられる『児童家

庭支援センター』がさらに活躍するために取り組むこと」についてです。 

 これは地域の児童家庭支援センターがさらに活躍できるようにするということで取り組

んでいるところでございます。評価指標としては、児童家庭支援センターが市町村の要対

協に参画している市町村数ということで、資料には記載がないところではあるんですが、

６年度実績、７年の４月１日の時点では、県内で六つの全ての児童家庭支援センターが、

いずれかの市町村の要対協へ参画しているという状況にはあるところでございます。 
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 続きまして５ページ、12の「こどもを産む前からサポートが必要な母親へのサポート

をするために取り組むこと」です。 

 こちらは後期計画では主に「にんしんSOSながの」のことを知ってもらって、相談受付

やサポートを続けること、それから、県内に妊産婦等生活援助事業所を増やすこととして、

長野県として取り組んでいくというところになります。 

 評価指標としましてはそちらに記載のとおりとなりますが、一つは、妊産婦等への支援

に関係する職員等に対する研修の受講者数は、令和６年度の実績で74人が参加している

状況になっています。 

 次に資料６ページ、14の「ひとりひとりのこどもに合わせた一時保護をするために取

り組むこと」についてです。 

 後期計画では、できるだけ家庭と同じ環境で里親の家に一時保護をお願いできるように

することだったり、一時保護所で生活していく環境を子どもにとってよりよいものにして

いくというところに取り組んでいるところでございます。 

 先ほど杉山委員から御指摘があったところと関連するところではございますが、評価指

標につきましては、一時保護所の職員に対する研修の受講者数は御覧のとおりでございま

す。また、１人当たりの平均保護日数については、先ほど岡村のほうから資料１で御説明

したところと数値は一致しております。 

 一時保護所の定員に対して入所している子どもの割合ですが、こちらは１年間の総保護

日数を定員で割って算出しているところでございますが、71.5％という形になっており

ます。なお、その下の通学を希望する子どもの割合とか、実際に通学ができた子どもの割

合につきましては、令和７年度から児童相談所で把握するようにしているところでござい

ます。 

 また、その下の一時保護所における規則・ルールの定期的な見直しの状況につきまして

は、現時点で調査中でございますので、数値としては記載してございません。 

 次に７ページ、15の（１）「家族と離れて生活しなければならないこどもが、『自分を

ずっと支え、つながっていてくれるおとなとの関係』を見つけるために取り組むこと」、

それから次の８ページの15の（２）「こどもと親が前向きなつながりを見つけられるサポ

ートをするための取組」につきましては、後期計画においてサポートを専門に行う職員の

チームを全ての児童相談所に置いて、子どもにとって最も良いと考えられる行き先だった

りサポートを考えまして、できるだけ早く実行していくことに取り組んでいるところでご

ざいます。 

 評価指標としましては、いずれも後期計画の初年度である今年度から取り組んでいくも

のと位置づけておりますので、令和６年度の実績としましては、現時点では記載がないと

ころでございますが、関係機関に対しましては、状況を把握するように連絡を行いまして、

四半期ごとの照会などにより状況を把握していく方針としていくところでございます。 

 次に９ページ、15の（３）で「新しい親子関係をつくるためのサポート体制づくり」

につきましては、後期計画では285ページ以下になります。できるだけ早く新しい親子関

係をつくるための手続などができるようにすることについて取り組んでいるところでござ

いまして、児童相談所を通じた特別養子縁組を前提とする養子縁組、里親委託件数、それ

から新生児の委託件数につきましては記載のとおりとなっております。 
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 また、児童相談所等の関係機関が養子縁組成立後も継続的に支援しているケースにつき

ましては、児童相談所で９件、それから児童相談所等の関係企画で対応した養親子に関す

る相談件数につきましては、児童相談所で10件となっております。 

 なお、これらの件数につきましては、ほかに児童家庭支援センターや里親支援センター

につきましては、令和６年度の実績はないんですが、市町村につきましても、現在そうい

った件数があるかどうかは確認中ですので、今は児相の分しか掲載していないところでご

ざいます。 

 また、一番下になりますが、児童相談所と民間あっせん機関の連携の有無につきまして

は、中央・松本・諏訪児相において、マッチングのための交流を開始するに当たりまして、

里親・児童の情報共有を行うなど連携が行われたという実績があったところでございます。 

 次に資料10ページの16の（２）－１「里親の数やファミリーホームで生活することが

必要と考えられるこどもの数は？」で、後期計画の冊子では323ページ以下となっており

ます。 

 計画では、施設や里親の家などで生活する子どものうち、里親の家やファミリーホーム

で生活している子どもの割合が、小学生になる前の子どもだったら75％、小学生以上の

子どもは50％、それから里親の数を500世帯、ファミリーホームを15か所とすることを目

標にしているところでございます。 

 関係する評価指標や６年度の実績につきましては、資料に記載のとおりでございますの

で、御確認いただければと思います。 

 また、資料をおめくりいただきまして11ページ、１年間にほかの里親のレスパイトに

より子どもを受け入れた登録里親数については19世帯、登録里親がいる中学校区の数に

つきましては120中学校区、里親等委託解除のうち不調の割合につきましては、直近の４

年間で26.1％となっているところでございます。 

 続きまして、資料12ページ16の（３）「里親をサポートしていくための取組」について

御説明します。これは後期計画345ページ以降になります。 

 里親支援センターを増やすこと、それから児童相談所で里親をサポートするための専門

職員を置くことなどについて取り組んでいるところでございます。評価指標としましては

記載のとおりでございますが、令和６年度の実績があったものとしましては、市町村のシ

ョートステイ事業を受託している里親支援センターが一つあったということでございます。 

 次に資料13ページ、17の（１）「施設が地域の中で『進化』すること」につきましては、

計画の冊子で371ページ以降に記載があるところです。 

 評価指標につきましては、14ページに記載があるとおりですが、令和６年度の実績で

は記載がないですが、令和７年４月１日では一時預かり事業所は２か所、それから養育支

援訪問事業では４か所で実施していることが評価の結果分かっているところでございます。 

 次に、資料15ページ、18の（２）「家族と離れて施設や里親の家などで生活したことが

ある人たちの自立のためのサポート」については、計画冊子で411ページ以降ですが、児

童自立生活援助事業を行う施設や里親などを増やしていくことなどに取り組んでいるとこ

ろでありまして、評価指標と実績については記載のとおりでございます。 

 16ページ、19で「児童相談所のはたらきをさらに高めること」について、計画では433

ページ以降ですが、後期の計画では、専門的な知識や技術を持つ職員を増やすこと、それ
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から、経験が少ない職員を育てることなどに取り組んでいるところであります。評価指標、

実績は御覧のとおりです。 

 最後になりますが、17ページ、計画では455ページにありますが、20の「新しい計画を

知ってもらうこと、そして新しい計画を進めていくための人を育て、増やしていくために

取り組むこと」については、評価指標としまして、こども家庭ソーシャルワーカーの資格

を持つ施設職員の人数を把握していくこととしているところですが、令和６年度実績では

３名になりました。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

（上鹿渡分科会長) 

 ありがとうございました。まず資料５につきましていかがでしょうか。説明がたくさん

あったんですが、今言える範囲で、皆さんそれぞれ関係するところで、この計画でこうい

うのを見ていますというところで御説明いただきましたので、御質問や、こういったとこ

ろを見るべきではないかとか、こういう見方をすべきではないかということがあれば、ぜ

ひいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

 この評価指標は、挙げていただいたものは令和６年度に取っていない指標を横線として

ありますが、令和７年度からは全部取っていく指標が挙げられていることでいいでしょう

か。 

 

（渡辺担当係長) 

 令和６年度は把握できなかったものはあるんですけれども、令和７年度以降は見ていく

ものです。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。目標はそこに向かっていきますが、評価指標はそこに乗ってい

くときの途中経過を見ていくためのもので、特に目標は設定していないけれども、これが

上がっていくのをよしとするというか、そういう形で見るべきものとして挙げていただい

ていると思います。これはすごく大事で、あまりここまで詳しく見る自治体はないかもし

れないんですが、長野県はそれぞれの項目で途中をちゃんと見るということで入れていた

だいているので、ありがたいなと思って聞いておりました。 

 この辺も含めて、もう少しこういうのを加えたらいいんじゃないかというのもあるかも

しれませんし、これでは分かりませんというのもあるかもしれませんので、どうぞ、小林

委員、お願いします。 

 

（小林専門委員） 

 １の令和６年度までの前期の総括のほうでも出てきたんですが、養子縁組がなかなか進

まない現状や、実親さんが里親委託を喜ばしく思わないと、そこを変えない限り上がって

いかないと思うんですが、この19の児童相談所の働きをさらに高めることという項目の

中で、そういう説明の仕方、例えば家庭的養育推進とか、パーマネンシー保障という理念

をどのように現場で児相の職員さんが伝えられるかというところ。里親サイドで言うと、
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例えばもう実親さんと全く連絡が取れない、あるいは実親さんがもう育てる意思がないと

明言している里子さんをずっと里親として育てていくのはいかがなものかということが、

里親サイドではあるんですね。 

 あとは、養子縁組里親さんがずっと待っている状況。たぶん乳児院がいっぱいという状

況というのを、里親が踏み込めない領域ではあるんですけれども、おかしいなという思い

はあるんですね。 

 この19番の児童相談所の働きをさらに高めることの中で、そういうものはどこに含ま

れるんでしょうか。パーマネンシーとか、家庭養育優先ということを実親さんサイド、現

場でこういうことが必要なんですよと言って里親委託に進めるとか、養子縁組に進めると

か、そういうことを児童相談所の方が実際やっていらっしゃるので、そこの働きを高める

ことというのはどこに含まれるんでしょうか。 

 

（渡辺担当係長） 

 パーマネンシーとか、家庭養育優先原則のところで、しっかり御理解をいただいてとい

うところで、児童相談所の職員が取り組まなければいけないところは確かにあるというと

ころで、ただ計画の中で19番で整理しているというよりは、個別になってしまうんです

が、例えば15でパーマネンシーの保障のところが記載されていたり、そのほか里親さん

のところになりますが、16の（３）で里親をサポートするための取組になるんですが、

こういったところで児童相談所の職員が、里親さんとかのサポートをして、パーマネンシ

ーとかをやりながらやっていくという形でさせていただいているところです。 

 具体的に言うと、７ページの15番の（１）で、評価指標として挙げているところで、

「施設や里親の家などで生活しているこどもの実親や親族との交流」の実施回数といった

ところを児相のほうでしっかりやっていってパーマネンシーをしっかりやっていくという

形で、個別にこういう形で入れているところです。 

 そういったところで、どういうふうに具体的にやっていくかというところは資料２でも

御説明いたしましたが、QPIやパーマネンシーの取組をマッキンゼーさんとかと一緒にや

って、パイロット事業などもやりながら進めていっている形かと思います。 

 

（岡村主査） 

 追加で私からですけれども、基本的にやはり児童相談所が措置者として間に入ってしっ

かりパーマネンシーを念頭に置いたケースワークをやらなければいけないということで、

この間の研修でもそういう御指摘があったと理解しております。なので、まず児童相談所

の担当者が、児童福祉司がパーマネンシーについてしっかり理解するということと、その

理解した上でどのようなケースワークを行っていくかということで、ケースワーク自体を

変えていかなければならないということで、そういった取組を今QPIの推進の中で皆さん

で話し合って進めている最中でございます。 

 なので、それをしっかり体系化して浸透させていくということが、今児童相談所で行わ

れなければならないこととして掲げ、取り組んでいるところでございます。 

 

（上鹿渡分科会長） 
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 ありがとうございました。 

 川瀬委員、どうぞ。 

 

（川瀬副分科会長） 

 里親の推進委託であるとか、あるいは13ページにあります施設が地域の中で進化する

ことの中で、各施設の数を増やすということはそれだけ関わる人というか、職員も必要に

なってくるわけですね。そしてこの人材が厳しい中であっても、例えばこども家庭ソーシ

ャルワーカー、最後のページになりますが、その施設職員の数が３名とか、あるいは児童

福祉司任用後研修を受けて児童相談所職員数が13名ということは、なかなか現実的には

厳しいところもあると思うと、もう少しこういったところで働く、あるいは関わっていく

ための人育てや、増やしていくための柔軟な対応といいますか、資格においても、あるい

は資格の有無に限らず、いろいろな方々が参加できるような市町村における研修の在り方

とか、そういったことを考えていかないと、計画がよりゴールに向かっていくには厳しい

ところもあるのかなというのは感じているところです。 

 そういったことで、参加する方の考えや市町村や児童相談所も変わっていく中で、新し

いものもつくっていかれるといいのではないかと、希望も含めてそんな感想を持ったとこ

ろです。 

 以上です。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。何かありますか。 

 

（渡辺担当係長） 

 お話しいただきまして、確かに人材の不足とかなかなか難しいところもあるかと、普段

地域懇談会等でも位置づけて認識しているところではあります。なので、今いただいた御

意見を踏まえて、目標に近づけるようにして行きたいと思います。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

 

（島岡専門委員） 

 ６ページの14の一時保護のところですが、評価指標の一番最後、「一時保護所における

規則・ルールの定期的な見直しの状況」というところで、前も発言させていただいたんで

すが、今学校のほうではオンラインの授業だったり、電子の教科書だったり、宿題は持ち

帰り、タブレットといった時代です。一時保護所によればWi-Fiが届かないところだった

り、スマホは全部禁止、動画視聴禁止と、そこはもうルールだと思うんですが、教育の現

状とそういったところ、児童福祉のほうの分野と教育の分野と、今の子どもたちが置かれ

ている現状をしっかり把握していただいて連携していただくところも大切かと思います。 

 教育という面の保障が必ずされるというところも、そこも児童福祉の部分で重要なとこ
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ろかと思いますので、そこもぜひ課題のほうを共有していただければと思っております。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 何かありますか。御意見ということで。 

 

（渡辺担当係長） 

 ありがとうございます。子どもたちが普段いるところから違うところに来てしまう単な

る保護するところではなくて、教育や一時保護改革というところで処遇についてもしっか

りやっていきたいと思います。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 では、一旦最後の資料６に行って、残った時間でもう一回これも含めて全体で御意見を

いただくということにしたいと思います。 

 資料６の御説明をお願いいたします。 

 

（渡辺担当係長） 

 では、資料６「施設入所・里親等委託児童に対するアンケートの実施について（案）」

を御説明いたします。 

 先ほど資料５で御説明した部分もありますが、後期計画におきましては、子どもの思い

や意見を聞いて大人がそれに応えることを実現していくために、整備目標や評価指標を設

定しているところですが、それらを把握するために、小学生以上の施設入所、それから里

親等委託児童に対してアンケートを実施したいと考えております。 

 実施内容として考えておりますのは、昨年度の計画の策定時に実施したアンケートがあ

りますので、それをベースとしまして、計画の策定のときに特に聞く必要があった項目は

除きまして、また新たに追加すべきものは追加するといった形で整理をしたところでござ

います。 

 それが資料６の１ページの一番下に表において、最も左側の欄で、「R7実施」となって

おりますのは今年度にアンケートの項目として考えているものでありまして、その右の

「R6実施」とありますのは、昨年度の計画策定時のアンケートにより実施したものであ

ります。その隣の問という欄で黒い星印が後期計画では整備目標となっているところで、

白い星印が後期計画で評価指標となっている事項を把握するための事項として設定してい

るものです。 

 なので、例えば問16に「いま生活している施設や里親家庭で、おとなは、あなたの考

えや思ったことを聞いてくれていると思いますか」という問がありますが、これは先ほど

の資料５の１ページ目の評価指標の一番下にある項目を把握するためのアンケートという

形の関係があるところです。 

 そういった中で、資料５で申し上げますと、同じく１ページ目に整備目標として「施設

や里親の家庭などで生活するこどものうち、意見表明等支援事業を利用可能なこどもの割

合」、評価指標として「施設や里親の家庭などで生活するこどもの新しい計画による取組
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の認知度・利用度・満足度」、また同じく評価指標としまして、「施設や里親の家庭などで

生活するこどもの、こどもの権利に関する理解度」について把握していく必要があるとこ

ろですが、これらについては昨年度実施したアンケートには項目としては含まれていなか

ったので、また資料６に戻りますが、問31から問37として項目を追加させていただくと

ころでございます。こちらにつきましては、ただいま申し上げましたとおり、昨年度実施

したアンケートには含まれていないので、今回特に項目を取り出して御説明したいと思い

ます。 

 そのさらに後ろのページにありますが、一番上に「意見表明等支援員（アドボケイト）

のこと」と記載された資料を御覧いただければと思います。 

 問31では、意見表明等支援員（アドボケイト）に自分の意見を言うことができるとい

うこと自体を知っているかどうかをお聞きしています。 

 次の問32では、そのアドボケイトの方からさらに児童相談所とか施設等に意見を伝え

たりすることも希望すればできるというような利用の仕方を知っているかどうかを尋ねて

いるところでございます。 

 また、問33では、意見表明等支援員の制度を実際に利用したことがあるかどうか。そ

れから問34では、制度を実際に利用したことがある場合に、その満足度はどうですかと

いうことをお聞きするものになっております。 

 次のページを御覧いただければと思いますが、こちらは子どもの権利のことということ

で、問35では、設問にありますとおり、国連の子どもの権利条約に記載のある権利のう

ちで、後期計画の中でも実際に触れられていましたり、施設入所・里親等委託児童にとっ

て大切な権利があること自体を知っているかどうかを尋ねるものであります。 

 ピックアップしたものとしては、子どもの最善の利益、それから生きる権利・育つ権利、

家族関係が守られる権利、表現の自由、意見を表す権利、生活水準の確保、教育を受ける

権利、休む・遊ぶ権利となっておりますが、権利のイメージを子どもたちにもつかんでい

ただきやすくするために、日本ユニセフ協会の抄訳というのを参考にしながら、括弧書き

に説明を加えているところでございます。 

 問36につきましては、これらの管理の中で、これまであまり聞いたことがなくて、も

っと深く勉強したいと思うものを選択いただくこととしております。この説明の意図とし

ましては、子どもの権利に対する理解度を把握するためにお聞きするものでありますので、

選択いただいた権利については、力を入れてこの権利について子どもたちに説明していく

必要があるものと考えております。 

 問37につきましては、評価指標等に直接記載があるわけではないんですが、こどもの

気持ちを把握して、大人がそれに応えていくために必要な質問だと考えておりまして、大

人にももっと守ってほしいということでお聞きするものであります。 

 資料６の説明は以上でございます。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、これについて御意見をいただきたいと思うんですけれども、この方法は電子

申請サービスなのか、やり方ですね。子どもにどう質問が届いてどう返すのか。この返す
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ところに里親さんとか施設の方が関わるのかとか、そういうことが分かっていないと思い

まして、教えてもらえますか。 

 

（渡辺担当係長） 

 すみません、少し説明不足で大変失礼いたしました。アンケートの仕方ですが、ケース

を担当している児童相談所の職員がアンケートを持って子どものところへ行き、一緒に聞

き取りをしながら職員のほうで電子のほうに入れるようなイメージでおります。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 自分で答えるのではなくて、必ず児童相談所の担当者が里親さんの家や施設に行って全

員分やるということですか。 

 

（渡辺担当係長） 

 そうです。現在入所している子を全てやると。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 結構大変なことですね。そういう方式でやるところで、この質問で答えやすいのか、答

えにくいのかとか、この質問に意味があるのかとかいろいろあるかと思いますが、ぜひ御

意見をいただけたらと思います。よろしくお願いします。 

  

 

（川瀬副分科会長） 

 これは小学生以上でなくて、幼児もですか。 

 

（渡辺担当係長） 

 さすがにこの内容を理解して答えていただくというところから、昨年の計画策定のとき

も同じでしたが、やはり小学生以上を対象にしたいと思っております。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 どうぞ。 

 

（杉山専門委員） 

 何度もすみません。少し視点が違いますが、いろいろいい質問があるんですが、普通の

小中学校の普通の家庭でも、これと似たような質問はあるのか気になるところで、普通の

家庭がいろいろなことが起こって里親家庭に預けるという場合があるので、普通の家庭で

も子どもに権利とか、こういう質問でその家庭がどうなっているか調査というか、アンケ

ートをするといいかと思っています。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 何かありますか。 
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（渡辺担当係長） 

 今一番はというところで、計画のところということで施設入所・里親等委託児童を対象

としておりますが、もちろんこの計画自体は全ての子どもを対象としているというところ

もありますので、そういったことも検討できればいいかと思います。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 これはぜひ、渡部委員や前島委員、唐木委員、青木委員も内容的に、聞き方とか御意見

があったら、ぜひお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。 

 お願いします。 

 

（唐木専門委員） 

 回答するときに大人のサポートがある状態でやるというのはいいと思っていて、そうじ

ゃないと、聞かれていることが結構難しいことが多いというイメージなので、大人のサポ

ートは絶対必要というのと、アドボケイトとか、問32で、「長野県社会福祉審議会・処遇

審査部会という長野県の子どもたちを助けるところ」とか、詳しく書いているのはいいん

ですけれども、たぶん質問されるときに結構専門用語や聞き慣れない言葉が多いと訳が分

からなくなる子もいるのではないかと思うので、聞きたいことが聞ければいいと思うので、

もっとシンプルな質問の仕方でもいいんじゃないかというのは思います。 

 

（渡辺担当係長） 

 ありがとうございます。なるべく分かっていただく形で、おっしゃっていただいたとこ

ろで、確かに「長野県の子どもたちを助けるところ」というのは加えさせてもらったとこ

ろではあるんですけれども、よりもう少しシンプルにしたいと思います。もっと工夫した

いと思います。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ほかはいかがでしょうか。 

 青木委員。 

 

（青木専門委員） 

 今回意見表明等支援員、アドボケイトですとか、子どもの権利のことをアンケートの中

に明確に盛り込んでいただいているというのはとてもいいことだと思います。その上で、

意見表明等支援員、アドボケイトという言葉自体、そもそも大人もそうかもしれませんし、

子どもがなじみのないものだと思いますので、より分かりやすい表現で聞いていただくよ

うな内容に、先ほども御意見がありましたけれども、考えていただいたらいいのかなとい

うことと、これは認知を問うものではありますが、その先、活用していってもらうという

ことが目的になってくると思いますので、アドボケイトがどういうもので、どんな場面で

使えて、どうすれば使えるのかというところを具体的に情報を提供していくというところ

までしっかり考えていっていただきたいと感じました。 
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（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。 

 

（渡辺担当係長） 

 おっしゃるとおりかと思います。聞いて終わりということでなくて、計画でそこの認知

度等上げること、しかもちゃんと利用することが目的なので、そうできるように、アンケ

ートを取った上で足りないところはどこかということも分析しながら、しっかりとやり方

を考えていきたいと思います。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ほかの方々で何かあればいただけたらと思いますが。 

 これは児童相談所の担当者ということですか。もともと関係のある人が行って取るとい

うことでいいですか。 

 

（渡辺担当係長） 

 そうですね、そのケースの担当者という形です。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 令和６年度もそれでやっていたんでしたっけ。 

 

（渡辺担当係長） 

 そうですね、基本的には同じやり方です。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 分かりました。質問の中に、去年だと児童相談所に入って良かったことは何かありまし

たかというのがあって、そこは答えにくかったり、いいことを答えるかもなと、施設・里

親のことであればまだ児相なのでいいですが、本当は第三者、まさにここにあるアドボケ

イトがやることかもしれないんですが、意外と答えにくい部分もあるので、ここをどうす

るかというのは今後また考えたほうがいいかと思いました。 

 あと今回抜けていますが、問25、26、27は「これまでの」という質問なので、去年１

回取ったのでもういいかという話だと思いますが、もしかしたら26や27は、この１年と

いうことで、１対１で話せる時間はそんなに回数がないとしたら、アンケートを取りなが

らその子が求めているものは何かというのを、これもだから無理に良かったことを言わせ

てしまう可能性があるんですが、もしかしたら入れてもいいのかなと思ったり、こうやっ

てほしいというのを言えるところになるといいのかもと思ったりしました。入れていいの

かどうか、見ていて思いついたことですが。 

 ほかはよろしいでしょうか。なければ、あと10分、15分ほどを全体の意見交換に、先

ほど急ぎでこちらに来ましたのでそちらに戻りたいと思います。いいですか。では、資料

６はこれで終わりということでお願いします。 
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 では、最後は意見交換ということになっていますが、今日最初からやってきてここまで、

特に手前の資料５のところは時間が足りていないかとも思いますので、気になっている点

等あれば、それも含めて御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 お願いします、武捨委員。 

 

（武捨専門委員） 

 私、母子生活支援施設という立場でいろいろ考えることがございます。特に家庭養育優

先、それから、パーマネンシー保障という二つの観点から言うと、実は母子生活支援施設

は、母親だけれども実親による各世帯別、施設の中は完全に１戸のアパートのような形に

なっておりますから、実親による家庭養育であり、かつ施設支援も同時に受けられるとい

うのが最大の特徴です。 

 ただ、その強みをどう生かしていけばいいのかというのは、ずっと私ども模索をしてい

るわけでありますが、実親による家庭養育であり、かつ施設の支援が同時に受けられると

いうこの強みを、関東ブロックや全国の大会でも、大体毎年施設の役割はいかにあるべき

かずっとテーマに乗っている状態で、全国的に見てもどこも模索している状態です。 

 これを劇的に母子生活支援施設の役割と機能を変えていくためには、やはり24時間対

応できるということと、泊まりの支援を受け入れることができる、この二つを用意しない

と何も変わらないんですね。何でかと言いますと、母子生活支援施設の夜間の管理につい

てはほとんどがシルバー人材センターへ委託を出している状態です。ですから、例えば、

母親と小さな子どもが一緒にレスパイトに来たいと言っても、夜間の職員による支援がで

きないのが長野県の現状です。これを変えていくために、私ども上田市母子寮は職員によ

る宿直体制を整備するということを考えております。令和８年度には何とかこの形に持っ

ていきたいと。 

 そうすると、母子生活支援施設は市町村事業の子育て支援短期事業であるショートステ

イやトワイライトの委託先、契約先になっていないんですね、実は。これを変えていくと

いうことも併せてやっていくことによって、本当に子どもだけのショートやトワイライト

ではなくて、お母さんも含めたショート、あるいはトワイライトの対応に入っていけるよ

うな体制づくりをこれからつくっていく必要があると強く思っております。 

 それから、児童養護施設という視点で言うと、グループホームは、私ども来年１か所増

やしますけれども、そうするとだんだん本体のサイズが小さくなります。本体が小さくな

ると本体の役割をどうしようという心配があったりして、以前に県のどなたかにお聞きし

たら、何でそんなに本体にこだわるんだと言われたことがありますけれども、やはり全体

の地域小規模なり分営型で出したグループホームは、いざというときの対応が必要な場合

は、全く時間差をつくることなく対応に入っていけるということは大事なポイントになる

かと思いますが、そういう意味では、本体の役割というのを一定程度は用意しておく必要

があると思っております。 

 一時保護専用施設ということで言うと、これは川瀬さん、一時保護専用棟で受けた一時

保護のカウントというのは、翌年度の定員算定に跳ね返るんですか、跳ね返っていないん

ですか。 
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（川瀬副分科会長） 

 跳ね返っています。 

 

（武捨専門委員） 

 それは私の知識と違いました。初めて知りました。 

 

（川瀬副分科会長） 

 一時保護所で受けたものと、定員の中で受けた、本体も含めた中で受けたのは違うとい

うことです。 

 

（武捨専門委員） 

 分かりました。つまり一時保護専用棟で受けた一時保護は、翌年度定数算定の数字に跳

ね返らないということでよろしいですね。それがいろいろ背景があってそうなっているん

でしょうけれども、もう一つは市町村事業でショートステイも実は算定に跳ね返っていな

いんですね。これを将来的にはどうにか改善してもらうことがあればと思ったりもします。 

 それと一つだけ。私どもは一時保護で来るお子さんについては、基本かなり距離があっ

ても学校への送迎を実施しております。ですので、一時保護のデータを取る前提として、

一時保護中の学校への登校支援がどのくらいできているかというのは把握してもらえれば、

また私もそれを参考にしたいなと思っております。 

 以上です。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございました。何かコメントがあればと思いますが。 

 

（渡辺担当係長） 

 ありがとうございます。本日はちょうど計画で指標と整備目標だけが出ているのでちょ

うど出ていないんですけれども、計画本体の冊子では382ページのところで、母子生活支

援施設の役割というところで整理させていただいております。 

 武捨委員おっしゃるとおりで、母子が共にいる中で、パーマネンシーとか、家庭養育優

先原則が実現するための施設として役割がなされているというところで触れているところ

だと思いますので、そういった取組を進めていければあるというところと、登校支援など

につきましては、今日は実績というところでは数字でお示しはできなかったんですが、通

学等を希望した児童が学校に通えているかというところもしっかりと把握していく予定で

ありますので、またそういったところで御報告ができればと思っているところでございま

す。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございました。では、ここはあと５分ぐらいでいったん締める感じですが、

今日まだ御発言いただいていない委員からもし御感想等あればと思いますが、いかがでし

ょうか。御質問でも御意見でも結構です。 
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 前島委員、唐木委員、ありますか。せっかく来ていただいているので。特にないですか。

ありがとうございます。 

 では、あともう５分ほどありますので、皆さん他の御意見、御質問等をいただけたらと

思います。この後もそういった感じの話があるのかなと思いますが、今日説明があったも

のについていただけたらと思いますが。 

 では、私のほうからすみません。先ほどの資料５の３で、ほかのところでもあったと思

いますが、児童育成支援拠点事業がなかなか取り組まれていないところがあって、そこを

どうしていくのか。家庭支援事業の中でもどこもここがないんですけれども、施設がたく

さんある長野県としては、ここの進め方をどうするかがすごく大事かと思って見ていまし

た。だから目標値にはしていないですが、評価と指標で挙げていってもらってやっていく

必要があるというのが一つ。 

 あと７ページの先行して取り組んでいる自治体が重視しているプロセスも、十分な自治

体がパーマネンシー保障を県としてしっかり進めていくときにプロセスとして見ていく指

標になっていると思いますが、福岡市で里親活躍率というのをマッキンゼーさんのときに

もそういう話が出ていましたけれども、言っていて、里親委託するだけでなく、ショート

ステイで活躍している里親さんも、パーマネンシー保障の中では非常によく対応していた

だいているということになっていきますので、活躍しているという言葉でかなり広く里親

さんの活動や取組を捉えていただいてそれを評価してもらうというのが、福岡市だと５年

後に80％ぐらいまで、里親さんが何らかしている、子ども委託ではないけれども、別な

ことでもやっているという状況をつくれたらという発想で進んでいますが、何かそんなこ

とも考えていただいたらいいのかなと。もうなっているかもしれませんが、そういうこと

を思いました。 

 あと、９ページの養子縁組成立後の「児相９件」が実績で上がっているんですが、これ

は半年ぐらいですか。半年超えたところも養子縁組の支援をされていたらいいなと思いな

がら見ていたんですが。半年以降も必要なところをどうフォローして、これはフォスタリ

ング事業でやることができるという立て付けに国はしていて、それ以降もやれているとこ

ろは出てきているので、いろいろなところがしっかりできている長野県で、養子縁組の支

援も長くしていくことを検討いただければと思っていました。 

 すみません、いっぱい言っていますが、そのぐらいです。ほかにも幾つかありますが、

また別の機会に伺えたらいいかと思います。 

 最後にほかに何かこの件であればと思いますが。 

 どうぞ、お願いします。 

 

（渡部専門委員） 

 自立の話が資料にも出てきていたんですが、何をもって自立なのかみたいなことは、も

う少し整理したほうがいいんじゃないかと思って、大学に行けたから、就職ができたから

自立とは限らないし、ある程度線引きもしないといつまでも関わるというのもまた難しい

話だと思うので、そういう指標も曖昧な感じが今しているので、もうちょっと詳しく線引

きをして、ちゃんと施設や里親の関わりがなくなったらもう子どもじゃないみたいに今な

っているんじゃないかと思うので、その辺を整理をしっかりしたほうがいいんじゃないか
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と思います。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。貴重な御意見でした。何か考えているものがもしあれば、今後

これはどうしようかと思っているとか、県で何かありましたら教えてください。 

 

（渡辺担当係長） 

 御意見ありがとうございます。十分ではない部分もあると思いますが、資料５の15ペ

ージで、今の自立のための計画については整備目標、評価指標の形では整理させていただ

いております。 

 今いただいたお話と関連すると、そこにある児童自立生活援助事業所というのは、例え

ば今までいらっしゃっていた施設で18歳を超えた場合にも自立に向けてそこにいるとい

うようなことをイメージして、例えば自立してお仕事に就くまでとか援助させてもらうと

か、あと社会的養護自立支援拠点事業というのは、今県内ではわかさぽベースというとこ

ろでやっているんですけれども、そういったところで施設を離れた後でも利用していただ

けるようなところの数を増やしていきましょうということでやってはいるところですが、

もう少し皆さんの御意見をいただきながら、しっかりと充実させていただきたいと思いま

す。 

 

（上鹿渡分科会長） 

 ありがとうございます。確かにこれはやり方が新しくなってきて再チャレンジも可能な

システムができつつあるので、その中で自立というのは何だろうというのは、確かにまた

考えていく必要があるところですが、今新しいことをやり出しているところや、せっかく

委員の方がいらっしゃるので、何かそこで指標として、長野県はこういうことを自立と考

える、自立という言葉自体がいいのかという話も当事者の方々からあるんですけれども、

それも含めて考えていくのがいいなと、まだ４年半ありますので、その中でここを考えて

いきましょうというのはできることだと思います。ありがとうございます。 

 では、時間になりましたのでここまでで全ての議題を終了したということにさせていた

だきます。御協力ありがとうございました。 

 

 

４ その他 

（上鹿渡分科会長） 

 続いて、「４ その他」について事務局から説明がありましたらお願いいたします。 

 

（岡村主査） 

 事務局の岡村から失礼いたします。お疲れさまでした。次回の社会福祉審議会の開催時

期ですが、年度内の年明けに１回を予定しております。まだ何月になるかまでは本日時点

でお伝えはできませんけれども、その予定ということで皆さん御承知いただければと思い

ます。 
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 私からは以上です。 

 

 

５ 閉 会 

 

（井口課長補佐） 

 それでは、本日の審議はこれで終了とさせていただきます。 

 上鹿渡分科会長、それから委員の皆様、本日は貴重な御意見をいただき誠にありがとう

ございました。 

 第２回目の開催に関しましては、改めて日程調整をさせていただいた上で御連絡申し上

げますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 以上をもちまして、本日の分科会は終了とさせていただきます。長時間にわたりまして、

本当にありがとうございました。 

（了） 


